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 １． 東京都主税局の執行体制  
 

      本庁５部（総務部、税制部、課税部、資産税部、徴収部） 

             都税事務所等２６所（区部２３所、多摩２所、都税総合事務センター） 

 

（２） 部門別人員 （平成２２年４月１日現在） 

○ 債権確定部門   事 業 税（法人事業税、個人事業税等） 

           固定資産税（固定資産税・都市計画税、不動産取得税等）

           自動車税（自動車税、自動車取得税） 

                                                小  計 

○ 徴 収 部 門 （徴収計画、収入管理、滞納整理） 

○ 運営管理部門 （庶務、企画、経理、ＩＴ推進等） 

６４４人

１，１９２人

５７人

１，８９３人

９７５人

５１０人

計 ３，３７８人

（１） 組織
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 ２． 職  員  研  修  
 

（１） 研修 

   ○ 職層研修 （新人育成、他局転入、現任研修等）   延 ４２日間   延 １，８６０人 

   ○ 課題研修 （税財政講演会、地方税法研修等）    延 ２６日間   延 ２，３６８人 

   ○ 実務サポート研修 （情報処理、簿記会計）    延 ５４日間   延 １，４２２人 

 

（２） 実務実習 

○ 基礎・応用（総務・課税・資産税・徴収の各部門）   延 ２１０日間  延 ７，７５３人 

 

（３） 長期専門科研修（資産税部門）          ７ヶ月間     １０人 

    

       年間  延 ３６０日間   １４，３８４人が参加 
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 ３． 主な都税の予算額及び課税件数（平成２１年度）  
 

 予算額（補正後） 
（億円） 

課税件数 
（万件） 備    考 

法人（都民税、事業税） １３，３６９ ６２ 申告法人数 

個人事業税 ５５４ １７ 定期課税納税通知書発付件数 

不動産取得税 ７３９ ２０ 納税通知書発付件数 

自動車取得税 ２１６ ３２ 申告件数 

自動車税 １，１６１ ２２８ 定期課税納税通知書発付件数 

固定資産税・都市計画税 １２，８３８ ２８１ 定期課税納税通知書発付件数 

小  計 ２８，８７７ ６４０  

個人都民税 ８，０５５ ６７３ 納税義務者数 

その他の税 ５，６００ ――――  

合  計 ４２，５３２ ――――  
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 ４． 都 税 徴 収 率 の 推 移  

576
482

546

1,064

691

2,478

589

422 429

97.2
97.0

99.0

98.7

98.5
98.7

98.4

97.8

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

95.0

95.5

96.0

96.5

97.0

97.5

98.0

98.5

99.0

99.5

100.0

整理収入額

純滞納繰越額

徴収率（都税計、現年課税分）

徴収率（全国地方税、現年課税分）

(％)

99.3

（年度）

（億円）

都 税 計

全国地方税
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 ５． 納 税 者 の た め の 制 度  
 

（１） 広報（平成２１年度、主なもの） 

○ ポスター（納期のお知らせ等） 年１０回、平均12,000 部 事務所、官公署、交通機関等へ配布 

○ あなたと都税           年１２回、毎月38,000 部 事務所、官公署、交通機関等へ配布 

○ ガイドブック都税   年１回、103,000 部  事務所、官公署等へ配布 

○ ホームページ、広報東京都  常時 

○ 東京都提供テレビ・ラジオ 
  

（２） 税務相談 

区分 

年度 

種  類  別 受 付 方 法 別 
合 計 

相 談 意見要望 苦 情 来 所 電 話 文 書 

２１年度 １３，４５９ ２６０ ４０７ ３，５３７ １０，２５３ ３３６ １４，１２６

構成比 ９５．３ １．８ ２．９ ２５．０ ７２．６ ２．４ １００．０

 

（単位：件・％）



登 記 地 目 固 定 小 規 模 課 標 円 都 計 小 規 模 課 標 円 小 規 模 軽 減 額 ( 都 ) 円

平成21年度　固定資産税・都市計画税　課税明細書

固 定 前 年 度 課 標 等 円 都計前年度課標等　　円 小 規 模 地 積 m
2 負担水準登 記 地 積 m

2

本年度課税された、1月1日現在あなたが所有している固定資産(土地・家屋)の明細をお知らせします。

　　　　価　　　　格　 　　円

現 況 地 目 固定一般住宅課標 円 都 計 一 般 住 宅 課 標 円 減 額 税 額 ( 固 ・ 都 ) 円

非課税地目 固定 都計 固 定 非 住 宅 課 標 円 都 計 非 住 宅 課 標 円 減 免 税 額 ( 固 ・ 都 ) 円

(％) 摘要固 定 課 税 標 準 額 円 都計課税標準額 円 一般住宅地積 m
2

固 定 資 産 税 ( 相 当 ) 額 円 都市計画税(相当)額円 非 住 宅 地 積 m
2

○○町二丁

土地の所在 現 況 地 積 m
2

非課税地積 m
2

固定本則課税標準額 円

都計本則課税標準額 円

１ ２宅地

宅地 30,600

46 46 23,250,000 23,250,000 72,930

○○町二丁
目１番１ 21,000,000 21,000,000

150.00

都税条例附則第
１５条の３減額

非住宅用地減免

23,250,000 23,250,000

240,240 51,480

150.00

150.00

45,000,000１ ２

３

５

６

４ ３’46 46 23,250,000 23,250,000 72,930

区分家屋 地上 固 定 課 税 標 準 額 円 固 定 資 産 税 ( 相 当 ) 額 円 減 額 税 額 ( 固 ) 円

家 屋 の 所 在 家屋番号

150.00

登記床面積 m
2

　　　価　　格　　　 円

240,240 51,480

摘要

種 類 ・ 用 途 構 造

１ ２

３

５

６

４ ３’

物件番号 地下 都 計 課 税 標 準 額 円 都 市 計 画 税 ( 相 当 ) 額 円 減 免 税 額 ( 固 ・ 都 ) 円

1 6,000,000 84,000

10001 0 6,000,000 18,0006,000,000

○○町二丁目１番地１ １ － １
－１

建 築 年 次 屋 根 現況床面積 m
2

平８年 瓦葺

倉庫 木造 100.00

100.00 , , ,

都税事務所 CD

, ,

※⑥の内訳は、固定資産税25,200円、都市計画税5,400円

平 年 瓦葺

納税通知書番号

１ ２

３

５

６

４

６

３’

１ ２

３

５

６

４

６

３’
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６． 行 政 不 服 申 立 て  
 

（１） 制度 

都税の課税や徴収に関する処分について不服がある場合には、知事に対し、異議申立て又は審査請求を

することができる。 

東京都においては、総務局総務部法務課が決定又は裁決に関する事務を行っている。 

 

（２） 件数（異議申立て及び審査請求） 

 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 

事業税・自動車税等  １９  １９  １７  １７  １２ 

固定資産税・都市計

画税・不動産取得税 
１００ １０２  ７１  ６３ ３７０ 

徴   収  ２１  ２３  ４３  ４５  ５４ 

合   計 １４０ １４４ １３１ １２５ ４３６ 

（単位：件）
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 ７． 東京都固定資産評価審査委員会  
 

（１） 委員の構成 

  ○ 委員の定数は、都税条例で、１５人以内で規則で定めるとしており、現在９人 

  ○ 不動産鑑定士（３人）  建築（２人）  法曹（２人）  税務会計（１人）  行政経験（１人） 

  ○ 委員は議会の同意を得て知事が選任 

  ○ ３つの審査会を設置、年間７８回開催（平成２１年度） 
 

（２） 申出件数 
年度 

区分 ６年度 ９年度 １２年度 １５年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 

合 計 ２，３３８ ８７４ ３８５ ２１９ １３２ １１ １６ ５１７

土 地 ２，２７７ ６５９ ３１９ １８８ ８４ １０ ９ ３３２

家 屋 ６１ ２１５ ６１ ３１ ４８ １ ７ １８５

償 却 ０ ０ ５ ０ ０ ０ ０ ０

 

（単位：件）
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実
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実
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在
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東
京

都
徴

税
吏

員
証

）
は

必
ず

携
帯

し
、

相
手

に
提

示
す

る
こ

と
。

 

２
 

立
入

り
調

査
を

す
る

場
合

は
、

所
有

者
又

は
居

住
者

等
に

調
査

の
主

旨
を

告
げ

、
そ

の

了
解

を
得

た
う

え
で

行
う

こ
と

。
な

お
、

そ
の

際
は

必
ず

ペ
ア

で
調

査
に

あ
た

る
こ

と
。

 
 

 
 




